
仙北市議会だより 10

市民福祉常任委員会の風景

も
住
民
基
本
台
帳
法
の
適
用
対
象

と
な
る
。

議
案
第
62
号

仙
北
市
墓
地
、
埋
葬
等
に

関
す
る
法
律
施
行
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

問　

こ
の
条
例
が
制
定
さ
れ
る
こ

と
に
よ
り
市
で
管
理
し
て
い
る
墓

地
や
火
葬
場
の
改
修
等
が
発
生
す

る
こ
と
に
な
る
の
か
。

答　

新
た
に
整
備
す
る
場
合
の
設

置
基
準
で
あ
り
、
既
存
の
施
設
等

に
つ
い
て
の
改
修
は
な
い
。ま
た
、

今
ま
で
も
秋
田
県
か
ら
権
限
移
譲

を
受
け
て
い
た
事
務
で
あ
り
、
法

律
の
枠
組
み
が
市
ま
で
と
決
ま
っ

た
こ
と
か
ら
、
改
め
て
条
例
を
制

定
す
る
も
の
で
あ
る
。
制
定
後
に

管
理
等
が
大
き
く
変
わ
る
も
の
で

は
な
い
。

議
案
第
63
号

仙
北
市
多
世
代
交
流
施
設

使
用
料
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い

て説
明　

改
修
後
、
調
理
室
を
一
時

間
以
上
利
用
す
る
人
が
多
く
な
っ

た
こ
と
に
よ
り
使
用
料
を
一
時
間

に
つ
き
５
０
０
円
い
た
だ
く
こ
と

に
し
た
い
。
減
免
措
置
も
あ
る
。

　

本
会
議
、
予
算
常
任
委
員
会
よ

り
付
託
、
分
担
さ
れ
た
案
件
は

そ
れ
ぞ
れ
６
件
と
１
件
で
あ
る
。

議
案
第
60
号

秋
田
県
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
規
約
の
一
部
変

更
に
つ
い
て

問　

外
国
人
登
録
法
が
廃
止
さ

れ
外
国
人
も
住
民
基
本
台
帳
法

の
提
要
対
象
に
加
え
ら
れ
る
こ

と
だ
が
、
外
国
人
の
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
の
保
険
料
の
請
求

は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
。

答　

年
金
の
年
額
が
18
万
円
以

上
の
場
合
は
特
別
徴
収
と
し
て

年
金
か
ら
の
天
引
き
、
18
万
未
満

の
場
合
は
、
普
通
徴
収
と
し
て

納
付
書
を
発
送
し
て
い
る
。
外

国
人
も
住
民
基
本
台
帳
に
加
わ

る
だ
け
で
あ
り
、
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
仕
組
み
が
変
わ
る

も
の
で
は
な
い
。

議
案
第
61
号

外
国
人
登
録
法
の
廃
止
及

び
住
民
基
本
台
帳
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
施
行

に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理

に
関
す
る
条
例
制
定
に
つ

い
て

説
明　

外
国
人
住
民
に
つ
い
て

議
案
第
67
号

平
成
24
年
度
仙
北
市
病
院

事
業
会
計
補
正
予
算
（
第

１
号
）
に
つ
い
て

問　

市
立
角
館
病
院
建
設
に
関
す

る
満
足
度
調
査
に
つ
い
て
、
改
め

て
ど
う
い
う
調
査
な
の
か
。

答　

患
者
、
病
院
ス
タ
ッ
フ
か
ら

ア
ン
ケ
ー
ト
を
取
り
、
市
民
の
声

を
反
映
さ
せ
、
あ
る
べ
き
自
治
体

病
院
の
姿
に
し
た
い
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
市
民
の
意
見
を
取
り
ま

と
め
基
本
設
計
に
盛
り
込
み
た

い
。
病
院
建
設
特
別
委
員
会
と
も

調
整
し
、
意
見
交
換
し
な
が
ら
検

討
し
実
効
性
の
あ
る
調
査
と
し
た

い
。

採
決
結
果

　

全
議
案
全
会
一
致
で
可
と
決
と

し
た
。

平
成
24
年
度
仙
北
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

問　

８
月
１
日
か
ら
小
学
校
卒
業

ま
で
福
祉
医
療
費
助
成
制
度
が
拡

大
さ
れ
る
こ
と
を
評
価
す
る
。
ま

た
中
学
生
の
入
院
ま
で
拡
充
す
る

と
の
こ
と
だ
が
具
体
的
に
ど
う
な

る
の
か
。

答　

小
学
生
は
入
院
と
通
院
、
中

学
生
は
入
院
の
み
で
あ
る
。
住
民

税
の
非
課
税
世
帯
で
は
負
担
は
な

い
が
、
課
税
世
帯
に
は
、
上
限
一

千
円
の
負
担
が
発
生
す
る
。

問　

災
害
廃
棄
物
受
入
事
業
費
の

内
訳
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

答　

県
の
業
務
委
託
に
な
る
。
８

月
か
ら
受
入
れ
た
場
合
の
概
算
で

あ
る
。
受
入
れ
の
目
途
は
経
っ
て

い
な
い
。

問　

待
機
（
保
留
）
児
童
解
消
の

た
め
に
角
館
保
育
園
の
増
築
、
佐

藤
義
亮
邸
を
改
修
し
て
い
る
が
い

つ
か
ら
利
用
で
き
る
の
か
。
ま
た

佐
藤
邸
を
使
っ
て
の
保
育
は
有
料

ボ
ラ
ン
テ
イ
ア
団
体
に
託
す
こ
と

に
な
る
が
、
公
立
保
育
所
と
保
育

料
の
開
き
が
懸
念
さ
れ
る
。

答　

角
館
保
育
園
は
11
月
、
佐
藤

邸
は
、９
月
を
目
標
に
し
て
い
る
。

保
護
者
へ
の
助
成
制
度
、
子
育
て

家
庭
へ
の
支
援
制
度
を
詰
め
て
開

始
ま
で
検
討
し
た
い
。

（
平
岡
裕
子　

記
）

議
案
第
66
号

平
成
24
年
仙
北
市
介
護
保

険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

１
号
）
に
つ
い
て

問　

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
か
ら
の
熱

供
給
は
順
調
で
あ
る
が
、
に
し
き

園
の
給
湯
使
用
量
が
ピ
ー
ク
に
な

る
と
、
既
設
ボ
イ
ラ
ー
が
稼
働
し

重
油
代
が
か
か
り
増
し
に
な
る
。

そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
加
温
水
槽

を
設
置
す
る
と
の
こ
と
だ
が
、
バ

イ
オ
マ
ス
を
有
効
利
用
す
る
た
め

に
、別
の
給
湯
タ
ン
ク
を
設
置
し
、

使
用
量
が
ピ
ー
ク
に
な
る
前
に
、

大
量
の
お
湯
を
た
め
て
お
く
こ
と

は
で
き
な
い
の
か
。

答　

確
か
に
貯
湯
槽
の
容
量
を

大
き
く
す
る
と
可
能
だ
と
思
う

が
、
大
規
模
な
工
事
と
な
っ
て
し

ま
う
。
原
因
は
、
給
湯
使
用
量
が

増
え
る
と
貯
湯
槽
の
お
湯
が
少
な

く
な
り
、
そ
こ
に
直
接
水
道
水
が

入
っ
て
し
ま
う
の
で
、
貯
湯
槽
の

温
度
が
下
が
り
、
既
設
ボ
イ
ラ
ー

が
稼
働
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な

る
。
し
た
が
っ
て
。
貯
湯
槽
に
入

る
前
に
、
バ
イ
オ
マ
ス
の
熱
を
利

用
し
て
、
新
た
に
設
置
す
る
加
温

水
槽
で
熱
交
換
を
行
い
、
温
か
く

な
っ
た
お
湯
を
送
り
、
ボ
イ
ラ
ー

の
稼
働
を
抑
え
る
も
の
で
あ
る
。

バ
イ
オ
マ
ス
を
有
効
利
用
す
る
考

え
に
違
い
な
い
。

市
民
福
祉
常
任
委
員
会


